
 市立豊中病院運営計画 中間見直し（素案）への意見募集について 

←病院総務課
提出資料 

（確保病床部
分） 

※本調査・協定に関しては 
 病院総務課より運営会議案件提出予定 

 

指標モニタリングの一貫として、R7年度も継続して各診療科・各病棟の週次目標値を設定依頼する。  

１．意見募集の趣旨（案件の概要） 

 ①「質の高い急性期医療を地域に安定して提供し続ける」ための経営改善をさ

らに進める 

          ・「市立豊中病院運営計画」の取組み 

            ・予算編成時に各部局で議論・提案した改善案への取組み 

            ・そこから生まれる新たな課題の考察 

 市立豊中病院は「市立豊中病院運営計画」（計画期間：令和5年度（2023年度）～令和9年度（2027年度））に基づき、急性期医療を担う地域の中核病院と

して、運営における課題解決および強みを伸ばす取組みを進めています。 

 令和7年度は市立豊中病院運営計画の中間年度となることから、これまでの取組みの進捗状況の検証に加え、近年の物価高騰・人件費の増加等、当院を取

り巻く社会情勢の変化や新たな課題を踏まえて、現計画について見直しを行いました。 

 残りの計画期間においても、救急医療や小児周産期医療、並びに高度な急性期・専門的医療を提供する中核病院としての役割を地域において果たすととも

に、持続可能な病院経営を継続するため、このたび市立豊中病院運営計画中間見直しの素案を取りまとめましたので、「豊中市意見公募手続に関する条例」

に基づき意見を募集します。  

２．意見募集期間 

 

令和7年（2025年）12月10日（水曜）から令和8年（2026年）1月13日（火曜）まで 

 

３．応募対象者 

ア 市の区域内に住所を有する者 

イ 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 

ウ 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者 

エ 市の区域内に存する学校に在学する者 

オ 市税の納税義務者 

カ アからオまでに掲げるもののほか、意見公募手続きに係る計画等に利害関
係を有する者 

５．意見の提出先・問合せ先 

市立豊中病院 経営企画課 経営企画係 

   豊中市柴原町4丁目14番1号  電話：06-6843-0101  FAX：06-6858-3531 

                        mail：hkeieikikaku@city.toyonaka.osaka.jp 

４．案件等の閲覧場所 

市ホームページのほか、次の施設でもご覧いただけます。   

• 市政情報コーナー（市役所第二庁舎4階） 

• 庄内出張所（豊中市庄内幸町4-29-1） 

• 新千里出張所（豊中市新千里東町1-2-2） 

• 市立豊中病院経営企画課（豊中市柴原町4-14-1）  
           

※ 閲覧は12月10日（水曜）から可能です。 


